
提 供 日 2026/05/15

タイトル 令和８年度第１回静岡県水難事故防止対策協議会
の開催

担　　当 危機管理部 消防保安課

連 絡 先 静岡県水難事故防止対策協議会事務局（消防保安

課　産業保安班）

TEL 054-221-2269

　　　　　水難事故防止対策協議会を開催します！

　令和８年度第１回静岡県水難事故防止対策協議会を、下記のとおり開催し
ます。
　協議会では、昨年の水難事故の状況等の報告と、本年度の水難事故防止
対策を協議します。

１　日　時　　　令和８年５月22日（金）　午後1時30分～

２　場　所　　　静岡県庁別館５階　危機管理センター（西）

３　構成機関　静岡県（会長：危機管理部理事）、静岡県警察本部、
　　　　　　　　　静岡県消防長会、清水海上保安部、
　　　　　　　　　下田海上保安部、御前崎海上保安署、
　　　　　　　　　静岡地方気象台、静岡県ダイバーズ協議会、
　　　　　　　　　静岡県漁業協同組合連合会、
　　　　　　　　　静岡県観光協会　等

４　議　題　　　令和７年における水難事故の発生状況について
　　　　　　　　　令和８年度に協議会が取り組む水難事故防止対策について

５　参　考
　（１）静岡県水難事故防止対策協議会の概要
・ 本協議会は、県内の水難事故の未然防止を目的として39機関で構成
・ 主な活動としては、水難事故が多発する７月、８月を「水難事故防止強化月
間」と定め、関係機関と連携して広報活動や海水浴場等での事故防止キャン
ペーンを実施

　（２）令和７年における水難事故の発生状況
・ 事故の発生は48件で、前年より４件増加した。（過去５年の平均：51.6件）
・ 死亡者数は21人で、前年より５人増加した。（過去５年の平均：17.4人）

　【発生件数等】
事故者数（人）年次 発生件数

（件） 総数 死亡者 行方不明者 負傷者 無事救出
令和７年 48 54 21 1 7 25
令和６年 44 46 16 2 4 24



提 供 日 2026/５/15

タイトル 「緑の募金」寄附金贈呈式を開催します！

担 当 静岡県くらし・環境部環境局環境ふれあい課

連 絡 先 環境ふれあい班

TEL 054－221－2849

ネッツトヨタ静岡株式会社から「緑の募金」への

寄附金贈呈式を開催します！

このたび、ネッツトヨタ静岡株式会社から「緑の募金」への寄附の申し出があったた

め、以下のとおり、寄附金の贈呈式を開催します。

ネッツトヨタ静岡株式会社など13社で形成する「ウエインズグループ」では、「グリ

ーンアップキャンペーン」の一環として、売上げの一部と各店舗で集められた募金を、

平成15年度から毎年「緑の募金」に寄附されています。

１ 贈呈式

(1) 日 時 令和８年５月28日（木） 午前10時30分から

(2) 会 場 静岡県庁東館２階県民サービスセンター内

しずおか情報ステージ（静岡市葵区追手町９－６）

(3) 寄附金額 280,000円（平成15年度から累計 947万円）

(4) 出 席 者

ア 目録贈呈

ネッツトヨタ静岡株式会社（本社：沼津市本丸子町752-６）

代表取締役社長 梨本 幸博（なしもと ゆきひろ）氏

お客様サービス部室長 岩瀬 清治（いわせ きよはる）氏

戦略企画部 部長 臼井 則之（うすい のりゆき）氏

戦略企画部 大嶽 雄大（おおたけ ゆうだい）氏

戦略企画部 斎藤 千愛（さいとう ちなる） 氏

イ 感謝状贈呈

公益財団法人静岡県グリーンバンク

理事長 鈴木 一雄（すずき かずお） 氏

専務理事 八木 孝佳（やぎ たかよし）氏

常務理事兼事業部長 諸田 僚 （もろた りょう） 氏

ウ 立会い

静岡県くらし・環境部

参事兼環境ふれあい課長 大川井 敏文（おおかわい としぶみ）

２ 緑の募金とは

募金は森林の整備及び緑化の推進を図るため、森林や緑を守るボランティアの取組

などに活用されます。静岡県では、緑の募金法により知事が指定する公益財団法人静

岡県グリーンバンクが緑の募金事業を実施しています。

参加者募集告知 ・ 催事等の当日取材 ・ 実施事業等の紹介 ・ 調査結果等の公表



「緑の募金」贈呈及び感謝状贈呈式

令和８年５月28日 10：30～

しずおか情報ステージ（静岡県庁東館２階）

次 第

１ 開 式

２ 「緑の募金」目録贈呈

３ 「緑の募金」感謝状贈呈

４ 公益財団法人静岡県グリーンバンク 鈴木理事長 あいさつ

５ ネッツトヨタ静岡株式会社代表取締役社長 梨本 幸博 様 ごあいさつ

６ 閉 式

＜出席者＞

■ネッツトヨタ静岡株式会社

代表取締役社長 梨本 幸博（なしもと ゆきひろ）様 【目録贈呈】

お客様サービス部 室長 岩瀬 清治（いわせ きよはる）様

戦略企画部 部長 臼井 則之（うすい のりゆき）様

戦略企画部 大嶽 雄大（おおたけ ゆうだい）様

戦略企画部 斎藤 千愛（さいとう ちなる）様

■静岡県くらし・環境部

参事兼環境ふれあい課長 大川井 敏文（おおかわい としぶみ）様

■公益財団法人 静岡県グリーンバンク

理事長 鈴木 一雄（すずき かずお）【感謝状贈呈】

専務理事 八木 孝佳(やぎ たかよし)

常務理事兼事業部長 諸田 僚 （もろた りょう）



「緑の募金」寄附調書

１ 寄附者の名称 ネッツトヨタ静岡株式会社

２ 代表者氏名 代表取締役社長 梨本 幸博
なしもと ゆきひろ

３ 所 在 地 静岡県沼津市本丸子町７５２－６

４ 寄附者概要

・設 立：1967年 12月

・主な事業：トヨタ事業、レクサス事業、フォルクスワーゲン事業、ダイハツ事業の各新

車及び中古車販売

車検点検整備、損害保険代理店業等

５ 寄附の経緯など

・ネッツトヨタ静岡株式会社など13社で形成する「ウエインズグループ」では、「オ

イル交換ｄeグリーンアップキャンペーン」の一環として、各販売店で「緑の募金」

活動を行なっている。グループでは、この募金と会社の売上の一部を併せ、毎年緑

の募金として寄附をしている。

・当キャンペーンはグループとして平成4年から実施しているが、当初はグループが

横浜を中心とすることから神奈川県に寄附をしてきたが、静岡県に本社があるネッ

ツトヨタ静岡株式会社は、地域貢献として平成１５年度から静岡県の緑の募金に寄

附することとし現在に至っている。

・公益財団法人静岡県グリーンバンクでは、寄附金を森林の整備や緑化の推進などの

「森づくり」、また未来を担う子どもたちの自然・環境教育などに活用している。

６ 寄附金額

令和８年２月 280,000円



提 供 日 2026/05/15

タイトル 令和８年度第１回静岡県盛土等対策会議を開催します。

担 当 くらし・環境部 環境局盛土対策課

連 絡 先 盛土監視機動班

TEL 054－221－2918

盛土等に関する事案の解決を図るため、令和８年度第１回静岡県盛土等対策会議を

下記のとおり開催します。

記

１ 日 時 令和８年５月 21 日(木）午前 10 時から 10 時 30 分まで（予定）

２ 会 場 県庁別館９階特別第１会議室

３ 議 題

(1) 熱海市伊豆山地区土石流災害からの復旧状況や県内の不適切盛土への対応について

ア 熱海市逢初川の復旧状況について

イ 不適切盛土の監視・是正の状況について

ウ 不適切盛土の防止に向けた周知・啓発について

(2) 伊東市富戸における不適切盛土の行政代執行について

(3) 静岡市葵区杉尾・日向における行政代執行の進捗状況について

４ 出席者

平木副知事（座長）、総務部長、危機管理監兼危機管理部長、

くらし・環境部長、くらし・環境部理事（水資源担当）、

経済産業部部長代理、農林水産統括部長、交通基盤部長、

県警察本部生活安全部長

５ 会議に関する補足事項

・会議は、全体を通して公開で行います。

・会議終了後に各担当部局にて取材をお受けしますので、担当者へお声かけください。

（副知事による取材対応はありません。）

令和８年度第１回静岡県盛土等対策会議を開催します。

参加者募集告知 ・ 催事等の当日取材 ・ 実施事業等の紹介 ・ 調査結果等の公表



供 日 2026/05/15

タイトル ふじのくに子ども観光大使認定講座を
開催します

担 当 スポーツ・文化観光部 観光政策課

連 絡 先 企画班

TEL 054-221-2858

令和８年度 第１回 ふじのくに子ども観光大使認定講座を開催します

県とＮＰＯ法人子ども未来は、幼少期からふるさとに興味を持ち、その魅力を学び、自

ら発信できる子どもたちを育成するため、県内各地域で、「ふじのくに子ども観光大使認

定講座」を開催します。今年度、第１回目の講座では、1300年の歴史がある絶景のお寺

「清見寺」で筆の力で心を通わせた歴史を学びます。

１ ふじのくに子ども観光大使認定講座

「世界がほめた日本の美しさ！清見寺の絶景と平和をつなぐ 1300 年」

（１）日 時：令和８年５月 23 日（土） 午前 10 時～正午（受付開始：午前９時 45 分）

（２）会 場：清見寺（静岡県静岡市清水区興津清見寺町 418－1）

（３）対 象：県内在住の小・中学生 30 名程度

（４）内 容：清見寺についての授業、寺内見学、短歌作りなど

２ ふじのくに子ども観光大使とは

地域を支える観光人材の育成を推進するため、県内小中学生を対象に、県内各地

で、地域の歴史や文化等を学び体験できる講座を開催しています。

講座に３回以上参加し、観光俳句やハガキ等で、地域の魅力を発信するなどの条

件を満たした子どもたちを「ふじのくに子ども観光大使」として認定しています。

３ 今後の予定

（詳細は「ふじのくに子ども観光大使ＨＰ」をご覧ください）

[主 催] ＮＰＯ法人子ども未来、静岡県

[事務局] ＮＰＯ法人子ども未来

　

第２回 6/20(土) 浜松市 第８回 10/3(土) 掛川市

第３回 7/11(土) 伊豆の国市 第９回 11/7(土) 浜松市

第４回 7/25(土) 浜松市 第 10 回 12/5(土) 富士宮市

第５回 8/ 1(土) 掛川市 第 11 回 1/24(日) 藤枝市

第６回 8/29(土) 沼津市 第 12 回 2/13(土) 沼津市

第７回 9/26(土) 焼津市



提 供 日 2026/05/15

タイトル 「しずおかハッピーコネクト2026 in浜松」の参加
者募集中！～よしもと芸人と楽しむ　しずマリの
出会いとサービスのワクワク体験！～

担　　当 健康福祉部 こども若者局こども政策課

連 絡 先 こども政策班

TEL 054-221-2608

「しずおかハッピーコネクト2026 in浜松」の参加者募集中！
～よしもと芸人と楽しむ　しずマリの出会いとサービスのワクワク体験！～

　県と市町が運営する公的な結婚支援拠点「しずおかマリッジ」は、今年度初めて
の非会員の若手社会人（男女）向け大型交流イベントを開催します。
　浜松駅近くのアクトシティを会場に、しずマリに入会すると参加できるサービス
を気軽に体験いただけます（マッチングはありません）。
　
　イベント開催周知、並びに.当日取材の御協力をお願いいたします。

１　開催概要
イベント名 しずおかハッピーコネクト2026 in浜松

～よしもと芸人と楽しむ　しずマリの出会いとサービスのワクワク体験～

日時 2026年６月1４日（日）　午後２時～午後４時30分
会場 アクトシティ浜松 コングレスセンター31会議室

（静岡県浜松市中央区板屋町１１１−１）
内容等

（予定）
13：30　　受付開始
14：00　　イベント開始/オリエンテーション
14：15　　3つのZoneに分かれた交流イベント
　　　　　　Zone１　グループトーク
　　　　　　Zone２　1対1の個別トーク　
　　　　　　Zone３　しずマリ相談員＆よしもと芸人セミナー
　　　　　　　　　　※よしもと芸人：Everybody
16：00　　フリータイム
16：30　　イベント終了

参加者概要 独身の若手社会人（25～40歳程度）100名程度（男女各50名）
※しずおかマリッジ非会員

参考URL https://www.shizuoka-msc.jp/event/eventdetail.php?id=332

２　イベントのポイント
　・駅近立地で気軽に参加ができる
　・しずマリに入会すると参加できる様々なサービスを体験できる
　・セミナーZoneではしずマリオリジナルセミナーを提供！

３　イベント申込方法
　下記QRコードよりしずおかマリッジ公式LINEに「友だち追加」した上で申込み
【申込期限】令和８年６月７日（日）



４　しずおかマリッジ概要（※令和８年３月31日時点）
　・県と３５市町で構成する「しずおか結婚応援協議会」が結婚を希望する方を
　　支援するサービス
　・マッチングシステムを活用した出会いの機会の提供のほか、会員を対象にした
　　婚活イベント等を県内各地で開催

お見合い成立 お友達成立 交際成立 ご成婚
8,769件 2,974件 491件 116件

５　その他
　・当日の取材にあたっては別紙「婚活イベント・セミナーの取材・報道について
　（御協力のお願い）」に沿った取材・報道の実施に御協力ください。









提 供 日 2026/05/15

タイトル 子育てに優しいまちづくり事業費補助金の募集開
始!

担　　当 健康福祉部 こども若者局こども政策課

連 絡 先 こども政策班

TEL 054-221-2608

子育てに優しいまちづくり事業費補助金の募集開始!

社会全体で子育てを応援する「子育てに優しいまちづくり」を推進するため、
地域と連携した民間事業者・団体等による、子育て中の方を応援する取組を支援し
ます。
優秀な取組は第10回「ふじさんっこ応援大賞」の子育てに優しいまちづくり部門に
推薦します。

１　補助事業の概要

区　分 内　容

実施主体 県内に本社又は事業所を持つ法人

県内で子育て支援の取組を行っている団体(商店街等)

実施要件 社会全体で子育てを応援する気運醸成に係る取組に協力すること

県内や他の企業等への波及効果のある取組であること

自治体又は地域と連携して子育て支援に取り組んでいること

対象経費

項目 具体例

子育て応援レーン 金融機関窓口、スーパーのレジ、駅等

における子連れ客優先レーンの整備

子育て応援パーキング 子連れ客向け駐車スペースの整備

街歩き支援施設 ベビーカーシェア、ベビーカーレンタ

ルシステムの導入

こども預かりスペース 美容室、映画館、飲食店等における一

時預かりスペースの設置・運営

おむつ交換台、ベビーチェア 男性トイレ等への設置

ベビー用品販売設備 おむつばら売り自販機、液体ミルク自

販機の設置

子連れ客導線改善 スロープの設置、道路幅確保、エレ

ベーター案内看板設置

その他知事が認める施設整備事業等 －

※ふじっぴーのイラスト（子育て応援隊）に「子育て応援」等のメッセージ

　を添え、子育てを応援するマークとして表示すること

補助率 ３分の１（上限500千円）

補助件数 10件程度（予算5,000千円の範囲内）

２　申請期限　令和8年7月31日（金）







提 供 日 2026/05/15

タイトル マダニに咬まれないように注意しましょう！（県
内におけるマダニからうつる感染症（４月分））

担　　当 健康福祉部 医療局感染症対策課

連 絡 先 感染症管理センター

TEL 055-928-7220

マダニに咬まれないように注意しましょう！
～県内で「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」及び「日本紅斑熱」

の患者が確認されています～

１　要旨
　2026年４月は県内で「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」２人、日本紅斑熱１人の患者
が確認されました。今後、秋にかけて植物の葉の裏でのマダニの活動が活発となりますの
で、 草 や 野菜 に 触 れる 野外活動 の 際には以下のマダニ対策をお願いします。

✓活動前に、マダニに有効な虫よけ剤を使用する。
✓活動中は、肌の露出を極力避ける。
✓活動後に、マダニが皮膚に吸着していないか全身を確認する。

　また、 野外活動後 ２ 週間程度 は 、 体調 の 変化 に 注意 しましょう 。発熱・発疹・食欲不振・
だるさ・ふらつき等の症状が見られたら早めに医療機関を受診し、マダニに咬まれた可能
性があることを医師に伝えてください。なお、日本紅斑熱には有効な抗生物質があり、早
期受診が大切です。
　医療機関におかれては、農作業や山歩きをされる方が、重症感のある発熱、消化器症
状、全身倦怠感等で受診された場合は、SFTSも念頭において診療をお願いします。確定診
断のための血液・尿・咽頭ぬぐい液・皮膚等からの遺伝子検査は保健所に御依頼くださ
い。

２　2026年４月の県内マダニ媒介感染症発生状況
（届出時点の情報、県内政令市届出分を含む）

【重症熱性血小板減少症候群(SFTS)】

No. 届出日 患者年代 患者居住地
（東・中・西）

症状等 感染が疑われ
る行動等 飼育動物等※ 備考

1 4/13 非公表 県東部地域
発熱、下痢、
体動困難

草刈り
猫がいるが

体調不良なし
4/17

県公表分

2 4/30 70歳代 県西部地域
発熱、倦怠感、

食欲不振
不明 非公表

5/1
浜松市
公表分

※SFTSは、発症した猫や犬からも人へ感染するリスクがあるため

【日本紅斑熱】

No. 届出日 患者年代 患者居住地
（東・中・西）

症状等 感染が疑われる行動等 備考

1 4/27 70歳代 県東部地域
発熱、倦怠感、

発疹
山の散策



３　マダニが媒介する主な感染症
（１）　重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

感染経路は、SFTS ウイルスを 保有 するマダニに 咬 まれることが 中心 ですが 、 血液等 の
 患者体液 との 接触 や 、 マダニに 咬 まれSFTS ウイルスに 感染 している 犬 や 猫 の 体液 から
 感染 することも 報告 されています 。
マダニに咬まれてから、６日から14日の潜伏期間の後、発熱、消化器症状などが現れ、
重症化した場合には死に至ることもあります。
 県内 では2021 年 に 初 めて 確認 されて 以降 、 年間 ３ 〜13 人 、 合計34 人 （ 本年 ３ 人 ） の 感
 染 が 確認 されており 、34 人 のうち 、 届出日時点 での 死亡者 が ３ 人報告 されています 。

 ＜SFTS の 最近 の 患者数 （ 人 ）＞　　　　　　　　　5/10時点の速報値（）死亡事例再掲
年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

全国 110 118 134 122 191 39 
静岡県 4 6 3 5 13(3) 3 

（２）　日本紅斑熱
日本紅斑熱リケッチアという病原体を保有する マダニに 咬 まれることで 感染 し 、 人 から
 人 へ 感染 して 広 がるものではありません 。
マダニに咬まれてから、２日から８日の潜伏期間の後、高熱、発疹が現れ、重症化した
場合には、死に至ることもあります。
 県内 では 、2021 年以降 では 年間 １ 〜28 人 、 合計63 人 （ 本年 １ 人 ） の 感染 が 確認 されて
 おり 、63 人 のうち 届出日時点 での 死亡者 が ３ 人報告 されています 。

 ＜ 日本紅斑熱 の 最近 の 患者数 （ 人 ）＞　　           5/10時点の速報値（）死亡事例再掲
年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

全国 487 460 501 523 675 45 
静岡県 8(1) 5 7(1) 14 28(1) 1 



４　県民の皆様へ
( １) マダニに 咬 まれないようにしましょう ！

特にマダニの活動が盛んな、 春 から 秋にかけて注意が必要です。
野山や草むら、畑などに入る場合は、耳を覆う帽子、首に巻くタオル、長袖、長ズボ
ン、足を完全に覆う靴を着用し、 肌 の 露出 を 少 なくしてください。ズボンの裾や、シャ
ツの裾・袖口等から服の中に侵入することもあります。
マダニ用に市販されている忌避剤はありますが、マダニの付着を完全に防ぐことはでき
ませんので、他の防護手段と組み合わせて対策を取りましょう。

( ２) 屋外活動後 は 、 マダニに 咬 まれていないか 確認 しましょう ！
マダニに咬まれた場合は、数日間、体調の変化に注意しましょう。
入浴時等、全身にマダニの付着がないか確認しましょう。付着していた場合は、無理に
取らずに、医療機関を受診しましょう。
発熱・発疹の症状が見られたら、 早 めに 医療機関 を 受診し、マダニに咬まれた可能性が
あることを医師に伝えましょう。

( ３) ペットに 付着 して 、 マダニが 家 の 中 に 入 ってくることもあります ！
飼育している犬や猫にもダニ駆除剤を使用しましょう。
飼育している動物の健康状態の変化に注意し、動物が体調不良の際には、咬まれたりな
められたりしないようにして、動物病院を受診して下さい。

( ４) 動物 との 接触 にも 注意 しましょう ！
外で生活している動物にマダニが付着していることもあります。
外で生活している動物はどのような病原体を保有しているか分かりません。体液等を介
して、SFTS等の感染症に感染する可能性がありますので、接触は避けてください。ま
た、動物の死体等に接触することも控えましょう。
動物に触ったら必ず手を洗いましょう。

５　県内の重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の患者数（R8.5.10時点速報値）
（表中の※は届出日時点で亡くなっていた方）

年次 全国
静岡県

（）内は死亡
患者数再掲

患者
発生月・性別・年代・住所地

3月…男・60歳代・中部地域
5月…男・高齢・浜松市
6月…女・60歳代・静岡市駿河区

令和３年(2021年) 110 4

10月…男・高齢・県西部地域
3月…女・高齢・県内
4月…男・80歳代・焼津市
6月…男・高齢・浜松市北区、女・高齢・周智郡森町
7月…男・高齢・西部保健所管内

令和４年(2022年) 118 6

8月…女・高齢・東部保健所管内
4月…男・高齢・浜松市天竜区
6月…女・80歳代・浜松市天竜区令和５年(2023年) 134 3
7月…男・80歳代・熱海保健所管内
5月…女・70歳代・浜松市浜名区、男・70歳代・東部保健所管内
7月…女・80歳代・中部保健所管内
10月…女・80歳代・賀茂保健所管内

令和６年(2024年) 122 5

11月…女・30歳代・賀茂保健所管内
6月…女・60歳代・静岡市駿河区※、男・60歳代・浜松市天竜区
        女・80歳代・静岡市葵区
7月…男・80歳代・賀茂保健所管内※、男・80歳代・東部保健所管内
        非公表・県内
9月…男・90歳代・賀茂保健所管内※、女・80歳代・賀茂保健所管内
10月…女・90歳代・東部保健所管内、女・80歳代・山梨県内
          男・80歳代・浜松市浜名区、非公表・非公表・浜松市内

令和7年(2025年) 191 13(3)

          女・非公表・県内

令和8年(2026年) 39 3 3月…男・70歳代・賀茂保健所管内
4月…非公表・県東部地域、70歳代・県西部地域



６　県内の日本紅斑熱の患者数（R8.5.10時点速報値）
（表中の※は届出日時点で亡くなっていた方）

年次 全国
静岡県

（）内は死亡
患者数再掲

患者
発生月・性別・年代・住所地

平成12年（2000年） 38 1 9月…男・60歳代・沼津市
平成25年（2013年） 175 1 7月…女・60歳代・伊豆の国市

6月…女・70歳代・伊豆の国市※平成27年（2015年） 215 ２(１)
8月…男・60歳代・沼津市
5月…女・70歳代・沼津市※平成28年（2016年） 277 ２(１)
11月…男・70歳代・伊東市
6月…女・80歳代・熱海市
9月…男・50歳代・伊豆の国市、女・70歳代・沼津市※
        男・70歳代・沼津市、女・80歳代・沼津市※

平成29年（2017年） 337 ６(２)

10月…女・70歳代・沼津市
3月…男・50歳代・三島市
8月…男・70歳代・伊東市平成30年（2018年） 305 3
10月…女・70歳代・伊東市
5月…男・70歳代・神奈川県湯河原町、女・70歳代・熱海市
6月…女・50歳代・県西部地区
7月…女・70歳代・伊豆の国市※、女・70歳代・熱海市
9月…女・40歳代・掛川市
10月…男・60歳代・熱海市、女・70歳代・駿東郡清水町
          男・20歳代・伊東市

令和元年（2019年） 318 10（１）

11月…女・70歳代・浜松市
5月…女・70歳代・熱海市、男・50歳代・熱海市
7月…女・90歳代・熱海市、女・90歳代・南伊豆町
8月…男・70歳代・県外
9月…男・70歳代・熱海市

令和２年（2020年） 421 8

10月…女・70歳代・湖西市、女・80歳代・熱海市
5月…女・70歳代・県外
6月…男・10歳代・沼津市
7月…女・80歳代・伊東市※
8月…女・30歳代・県外、男・70歳代・県外
9月…男・60歳代・牧之原市

令和３年（2021年） 487 ８（１）

10月…男・40歳代・県外、男・70歳代・伊東市
6月…男・20歳代・賀茂保健所管内、女・70歳代・熱海保健所管内
8月…男・80歳代・熱海保健所管内、女・70歳代・熱海保健所管内令和4年（2022年） 460 5
9月…女・70歳代・熱海市
6月…女・70歳代・静岡市、女・70歳代・静岡市
7月…男・60歳代・熱海保健所管内、男・30歳代・中部保健所管内
        男・50歳代・西部保健所管内

令和5年（2023年） 501 ７（１）

10月…女・70歳代・西部保健所管内、女・70歳代・熱海保健所管内※
4月…女・60歳代・中部保健所管内、女・50歳代・中部保健所管内
5月…非公表・80歳代・熱海保健所管内、男・70歳代・熱海保健所管内
7月…非公表・県外、女・60歳代・熱海保健所管内
9月…男・40歳代・県外、男・70歳代・東部保健所管内
        男・60歳代・熱海保健所管内、男・70歳代・熱海保健所管内
10月…男・80歳代・賀茂保健所管内、非公表・高齢でない成人・浜松市

令和6年（2024年） 523 14

          女・80歳代・熱海保健所管内、男・80歳代・賀茂保健所管内
4月…女・80歳代・熱海保健所管内、女・50歳代・熱海保健所管内
        女・80歳代・熱海保健所管内
5月…女・80歳代・中部保健所管内、男・80歳代・中部保健所管内
        女・80歳代・中部保健所管内※
6月…女・60歳代・熱海保健所管内、男・60歳代・東部保健所管内
        男・70歳代・熱海保健所管内、女・50歳代・東部保健所管内
        男・20歳代・中部保健所管内、女・70歳代・熱海保健所管内
        女・70歳代・熱海保健所管内
7月…女・70歳代・浜松市、女・70歳代・東部保健所管内
        女・70歳代・神奈川県内、男・80歳代・東部保健所管内
8月…女・非公表

令和7年（2025年） 675 28(1)

9月…女・50歳代・静岡市、女・80歳代・神奈川県内
        女・70歳代・熱海保健所管内
10月…非公表、男・80歳代・中部保健所管内
　　　　　男・80歳代・熱海保健所管内、男・50歳代・東部保健所管内
　　　　　男・60歳代・熱海保健所管内、女・40歳代・東部保健所管内
11月…女・60歳代・中部保健所管内

　令和8年（2026年） 45 1 4月…70歳代・県東部地域



提 供 日 2026/05/15

タイトル 【募集中】価格転嫁に悩む事業者へ専門家を派
遣！

担　　当 経済産業部 商工業局商工振興課

連 絡 先 商工振興班

TEL 054-221-2182

【募集中】価格転嫁に悩む事業者へ専門家を派遣！

 中小企業・小規模事業者が物価上昇を上回る賃上げを継続するための原資を確保

するには、コストを価格に反映する「価格転嫁」が重要です。

 しかしながら、「取引先に値上げを言いにくい」「どのくらい値上げすればよい

か分からない」「価格交渉に必要な資料を作れない」と悩む経営者も少なくありま

せん。

 本事業では、経営の専門家（中小企業診断士）が中小企業・小規模事業者を訪

問、幅広く支援し、経営基盤づくりを後押しします。 

１ 事業の概要

事業名  令和８年度 価格転嫁促進支援事業

支援対象  静岡県内の中小企業・小規模事業者（個人事業主を含む）

支援内容
 価格転嫁支援員（中小企業診断士）が事業者を訪問（３回以内）

 し、価格転嫁に向けた支援を実施

費用  無料（事業者負担はありません）

支援件数  200社（先着順）

受託事業者  一般社団法人 静岡県中小企業診断士協会

申請方法
 専用ページ（https://shindan-shizuoka.jp/kakaku/）の

 「お申し込みフォーム」から申請

２ 受付期間

  令和８年５月11日（月）～12月28日（月）［予定］

３ お問い合わせ先

  価格転嫁促進支援事業 事務局 （一般社団法人 静岡県中小企業診断士協会内）



  電話：０９０－８８９６－５９３２

               ［受付時間 10:00～17:00（土日祝は除く）］

  メール：kakaku@shindan-shizuoka.jp



令和8年度 価格転嫁促進支援事業（専門家伴走支援）【県委託事業】

価格転嫁に悩む事業者を
専門家が伴走支援 無 料

3回以内

中小企業・小規模事業者が物価上昇を上回る賃上げを継続するための原資を確保するには、コストを価格に反映する

「価格転嫁」が重要です。しかしながら、「取引先に値上げを言いにくい」「どのくらい値上げすればよいか分からない」

「価格交渉に必要な資料を作れない」と悩む経営者も少なくありません。

本事業では、経営の専門家（中小企業診断士）が中小企業・小規模事業者を訪問し、価格転嫁のための課題の整理、コ

スト構造の見える化、原価計算の方法、価格交渉の資料づくり、価格交渉の進め方まで、幅広く支援し、賃上げ環境の

整備と物価高に負けない経営基盤づくりを後押しします。

事 業 名  令和8年度価格転嫁促進支援事業

支援対象 中小企業・小規模事業者（個人事業主含む）

支援内容 価格転嫁支援員（中小企業診断士）が
 事業者を訪問（3回以内）し、価格転嫁を伴走支援

費　　用 無料（事業者負担はありません）

支援件数 200社（原則、先着順）

取引先との共存共栄などについて、代表者名で宣言し、パートナーシップ構築宣言のポータルサイト
に掲載します。社会全体の価格転嫁の機運醸成、取引環境の整備にもつながるものです。
なお、宣言方法・宣言文の作成については、支援員がサポートいたしますので、ご安心ください。

�����������������������������������

STEP1 （一社）静岡県中小企業診断士協会の価格転嫁促進支援ページから、
事業者または支援機関（商工会・商工会議所・金融機関等）の担当者が、お申込みください。

協会の事業担当より、業種・課題・支援希望等をご確認させていただいたうえ、
事業者のご希望・ニーズにあった支援員を選定し、派遣します。

支援員が事業者を訪問（３回以内）し、課題把握、原価管理、根拠資料の作成などを支援します。
また派遣終了までに、「パートナーシップ構築宣言」を宣言していただきます。

お申込み

STEP2

支援員の決定

STEP3

支援員の派遣

お申込みは、こちらから お問い合わせ

価格転嫁促進支援事業 事務局 （一社 静岡県中小企業診断士協会内）

�
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��

	�　
受付時間：10:00～17:00（土日祝は除く）

��������������������������

受託事業者：一般社団法人 静岡県中小企業診断士協会 〒420-0857 静岡市葵区御幸町3-21 ペガサート3階　www.shindan-shizuoka.jp/ 

パートナーシップ構築宣言とは

（一社）静岡県中小企業診断士協会の
価格転嫁促進支援事業ページから申込フォーム
に必要事項を入力のうえ、お申込みください。



業種業態、状況にあわせた価格転嫁を、
経営の専門家が秘密厳守で支援します。
「価格転嫁」と言っても、業種・業態、顧客、取引状況等により、手法や戦略は様々です。
本事業では、経営の専門家「中小企業診断士」が課題を洗い出し、価格転嫁方針の策定、
コスト構造の見える化、原価計算の方法、価格交渉の資料作成など、幅広く支援します。
秘密厳守で支援いたしますので、安心してお任せください。

（一社）静岡県中小企業診断士協会では、静岡県より「令和7年度 価格転嫁促進モデル事業」を受託し、製造業、
運送業、建設業、サービス業、飲食業などの15事業者に支援を実施しました。そのいくつかを紹介します。

● 価格転嫁支援に、8割以上（13件）が「大変満足」と回答

価格転嫁の支援事例 （令和７年度価格転嫁促進モデル事業）

● 資料作成支援についても、8割以上（13件）が「大変満足」と回答

● 全15事業者が次のアクション段階に

とん挫していた原価計算ができた／各メニューの原価が分かり、価格戦略に活かすことができた／原価構造が数値化できた／
支援を機に交渉を決意できた／価格交渉の心構えを知ることができた／交渉の優先順位が明確になった　など

人件費・原燃料費のデータ収集ができた／資料作成の手法が明確になった／自信を持って取引先に資料を提出できた／
価格の根拠を示すことができた／自社のことが改めて分かった　など

「価格転嫁ができた」が6件、「価格交渉中」が5件、「価格交渉の予定」が2件など、全15事業者が何らかのアクション段階に。
価格転嫁できた理由に説得力のある資料を挙げる事業者が多く、現在交渉中の事業者も、交渉の中身は前進していると回答。

見積にあたって、「相場＋諸経費＋最低利益」の型を徹底。取引
先に対して、A4一枚の簡易見積で根拠を可視化しました。ま
た、取引別の粗利管理等を支援しました。

廃棄物処理業

プラスチック製品製造業

見積チェックシートと業務フロー・単価表を整備し、距離×時間
×車両コストで標準原価モデルを導入。待機・荷役時間の記録
等を行い、価格根拠を見える化しました。

道路貨物運送業

食材原価表・メニュー別原価率表の整備を進め、月次での原価
の見直しを徹底。採算性の低いメニューは、調整・整理のうえ、
値上げも検討しました。

飲食業

原価上昇率を示す単価改定資料の作成を支援。定植・収穫・選
果・袋詰などの作業時間から適正価格を算出。既存取引先との
価格交渉とあわせて、新規販路の開拓も検討しました。

農業

取引先別に交渉優先度と根拠資料を整理。品目別標準原価表
整備、実績×稼働率で賃率算定、各コストの加算・チェック体制
の整備、見積有効期限明確化などを進めました。

金属製品製造業

取引先別に収益を分析。目標賃率（賃金/時間）を受注の分岐
点とし、適正利益確保のため価格反映と根拠提示を即答でき
る社内体制を整えました。

輸送用機械器具製造業

標準価格表とオプション料金を整備。賃金統計や企業物価指
数等の公表データ、社内データにより上昇根拠を見える化し、
価格改定を書面でも通達できるようにしました。

総合工事業

中小企業診断士とは
中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。国家資格であり、
「中小企業支援法」に基づき、経済産業大臣が登録します。

令和７年度価格転嫁促進モデル事業アンケートから

主要取引先が管理費の割合を固定しているため、収益を圧迫。
原価データ・各種公表データ等から実態管理費率を算出し、取
引先との価格交渉で、見直しを提案しました。



提 供 日 2026/05/15

タイトル 「リノベーションまちづくり」支援機関連絡会議
開催します！
～関係機関の連携強化と先進事例の紹介～

担　　当 経済産業部 商工業局地域産業課

連 絡 先 商業まちづくり班

TEL 054-221-2521

関係機関の更なる連携強化と長泉町での事例紹介

～リノベーションまちづくりの全県展開を目指して～

県では、市町や商店街、まちづくり団体等が参画する「しずおかリノベーションま
ちづくりフォーラム」を活かし、リノベーションまちづくりの全県展開に向け、市
町等と連携した取組を進めています。
今年度は、リノベーションまちづくりの理解促進に加え、各機関の関わり方を整理
するため、支援機関（市町、商工団体、金融機関等）を対象とした「まちづくり支
援機関連絡会議」を長泉町で開催します。
 

■日　時
　 令和８年５月22日（金）13時00分～16時30分

■会　場
　 長泉町文化センター ベルフォーレ（長泉町下土狩821-1）

■出席者
　 市町担当者、商店街組織、商工団体職員、金融機関職員　約40名

■内　容
　 （１）県事業説明（約20分）

　 （２）講演会「現在のまちづくりと役割の変化」（約40分）

　　　　講師　有限会社日の出企画　山田知弘　氏

【講師紹介】
住宅営業などを経て、2012年に起業。商工会議所などと連携してエリア内での起業
希望者を発掘するとともに、運営するコワーキングスペースにチャレンジショップ
を設け、起業の一歩目を支援。
併せて、不動産流通に乗らない空き物件を改装し、チャレンジ期間終了後の起業希
望者のための拠点を整備することにより独立を支援している。
2025年に「地域価値共創不動産業アワード」優秀賞を受賞。

（３）グループワーク（約45分）
　　所属機関ごとに分かれて各機関の役割について整理、その後意見交換

（４）グループ発表・フィードバック（約45分）
　　各グループ発表後、講師からのフィードバック

（５）フリー交流会（約30分）

（６）アンケート回答および感想共有（約30分）



■取　材
　 取材を希望される場合は、当日の12時40分から12時55分までの間に会場へお越しくださ
い。

■問合せ先
　 054-221-2521（経済産業部　商工業局　地域産業課　商業まちづくり班）

【参考】
『リノベーションまちづくり』とは
空き店舗などを再生して、雇用の創出やエリア価値の向上などを図ることで、社会課題を解
決していく取組。
商店街などの一定のエリアで複数の物件を再生し、まち全体のリノベーションにつながるこ
とを目指します。



提 供 日 2026/05/15

タイトル 高校教育改革（文部科学省事業 N-E.X.T.（ネクス
ト）ハイスクール構想）における改革先導拠点の
採択決定

担　　当 教育委員会 高校教育課

連 絡 先 学校支援班・学校づくり推進班・指導第１班・指

導第２班

TEL 054-221-3111

　　　高校教育改革（文部科学省事業 N-E.X.T.（ネクスト）ハイ
　　　スクール構想）における改革先導拠点の採択決定

１　概要
　・文部科学省が令和８年２月13日に公表した「高校教育改革に関する基本方針
　　（グランドデザイン）〜2040年に向けた『N-E.X.T.（ネクスト）ハイスクー
　　ル構想〜』」に基づき、本県は、３月末に改革先導拠点４校の申請を行いま
　　した。
　・今般、文部科学省から４校全ての採択が通知・公表されました。
　　なお、これは文部科学省のN-E.X.T.（ネクスト）ハイスクール構想初の改革先
　　導拠点採択となります。
　・本県では今後、改革先導拠点を中核とする公立高校改革実現計画を年内に策定
　　し、高校のあり方地域協議会で取りまとめたグランドデザインの実現を含め、
　　高校改革を加速してまいります。

２　採択結果
区　分 学校名 文部科学省に申請した内容 上限額

浜松工業
高等学校

産業イノベーション人材育成に向けたスタートアップ
教育の拠点形成
・地域課題解決を通じたスタートアップ人材育成
・地元企業と連携した地元課題に基づく製品開発　等

9.0億円

実学系
高校

焼津水産
高等学校

地域産業の生産性向上・高付加価値化に向けた即戦力
人材の拠点形成
・生産から流通、販売までを体験的に学ぶ地域密着型
　ビジネス教育確立
・水産残渣による農業肥料開発と自動給餌生産　等

15.9億円

理数系
普通科
高校

沼津東
高等学校

グローカルリーダーの育成に向けた学際的探究領域実
践の拠点形成
・地域の理工系産業やファルマバレープロジェクト等
　と一体となった、質の高い探究学習の実施　等

14.9億円

定時制
通信制
高校

静岡中央
高等学校

多様な学習機会の提供を通じた新しい学びへの転換拠
点の形成
・遠隔教育の中心となる遠隔授業配信センター整備
・多様な学習ニーズに対応し、学力向上と自己実現を
　支える公営塾設置　等

22.2億円

計 ４校 62.0億円

３　備考
　本件について、知事から５月22日の定例記者会見で発表を行います。

　　　　　　　静岡県教育委員会







1 2 3

1 富山県 富山県立魚津高等学校 全日制/普通科
理数系重視の入口から出口までの一体改革による
質的転換で、理数系人材の裾野を広げ高みを目指
す普通科高校を創出

12.2億円 ○

2 富山県 富山県立小杉高等学校 全日制/総合学科
柔軟な教育課程と学校外のリソースを活用し、ウェ
ルビーイングな学びの場を創出

11.3億円 ○ ○
「次世代ラーニング・
ハブ」を拠点とした多
層的学習支援

3 静岡県
静岡県立浜松工業高等
学校

全日制/工業科
産業イノベーション人材育成に向けたスタートアップ
教育の拠点形成

9.0億円 ○

4 静岡県
静岡県立沼津東高等学
校

全日制/普通科・理数
科

グローカルリーダーの育成に向けた学際的探究領
域実践の拠点形成

14.9億円 ○

5 静岡県
静岡県立静岡中央高等
学校

通信制・定時制/普通
科

多様な学習機会の提供を通じた新しい学びへの転
換拠点の形成

22.2億円 ○ ○
遠隔配信授業×公営
塾によるクロス支援プ
ログラム

6 静岡県
静岡県立焼津水産高等
学校

全日制/水産科
地域産業の生産性向上・高付加価値化に向けた即
戦力人材の拠点形成

15.9億円 ○

※４　「上限額」欄については、単位未満を四捨五入している。

令和7年度　産業イノベーション人材育成等に資する

上限額

類型

番号 都道府県名 改革先導拠点名 学科等 事業計画名

※１　上限額は、今後の交付手続きにおいて、技術的観点からの確認・精査の後、減額することがある。

※２　類型１：アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援、類型２：理数系人材育成支援、類型３：多様な学習ニーズに対応した教育機会の確保

※３　「学力向上・学習支援」欄に”○”がある拠点では、「学校と地域が連携・協働した学力向上・学習支援」と連携して事業を実施。

学力向上
学習支援

高等学校等教育改革促進事業　採択結果一覧（第２回申請期限まで）



2

採択改革先導拠点数 6

採択学科数※ 普通科 総合学科 理数科 その他

3 1 1 0

農業科 工業科 商業科 水産科

0 1 0 1

看護科 家庭科 情報科 福祉科

0 0 0 0

※改革先導拠点に設置されている学科のうち、事業計画に含まれる学科数。

　1つの学校で学科を併置する場合は、学科ごとにカウント。

専門学科

採択都道府県数

専門学科

産業イノベーション人材育成等に資する高等学校等教育改革促進事業

採択結果（第2回申請期限（3月31日）まで）



産業イノベーション人材育成等に資する高等学校等教育改革促進事業 

協力校一覧（第２回申請に対する採択分まで） 

 

都道府県 

類型 

拠点名（学科名） 協力校名（学科名） ア

ド 

理

数 

多

様 

富山県 

  ○   富山県立魚津高等学校（普通） 
魚津市立東部中学校、魚津市

立西部中学校 

    ○ 富山県立小杉高等学校（総合） 

高志のあかり中学校、上市高

等学校（総合）、富山いずみ高

等学校（総合） 

静岡県 

○     
静岡県立浜松工業高等学校

（工業） 

掛川工業高等学校（工業）、遠

江総合高等学校（総合）、磐田

農業高等学校（農業）、浜松城

北工業高等学校（工業）、浜松

湖北高等学校（農業・工業・商

業）、新居高等学校（普通） 

  ○   
静岡県立沼津東高等学校（普

通・理数） 

韮山高等学校（普通・理数）、富

士高等学校（普通・理数）、三島

北高等学校（普通） 

    ○ 
静岡県立静岡中央高等学校

（普通） 

三島長陵高等学校（普通）、ふ

じのくに国際高等学校（普通）、

浜松大平台高等学校（普通・総

合）、新居高等学校（普通）、下

田高等学校（普通）、松崎高等

学校（普通）、稲取高等学校（普

通）、伊豆総合高等学校（工業・

総合）、伊豆総合高等学校土肥

分校（普通）、熱海高等学校（普

通）、川根高等学校（普通）、浜

松湖北高等学校（農業・工業・

商業）、浜松湖北高等学校佐久

間分校（普通）、天竜高等学校

春野校舎（普通）、富士宮北高

等学校（普通・商業）、富士宮東

高等学校（普通・福祉）、富士宮

西高等学校（普通）、富岳館高

等学校（総合）、静岡高等学校

（普通）、駿河総合高等学校（総

合）、静岡城北高等学校（普通・

その他）、静岡東高等学校（普



通）、静岡西高等学校（普通）、

静岡農業高等学校（農業）、静

岡商業高等学校（商業）、科学

技術高等学校（工業・理数）、清

水東高等学校（普通・理数）、清

水西高等学校（普通）、清水南

高等学校（普通・その他） 

○     
静岡県立焼津水産高等学校

（水産） 

静岡農業高等学校（農業）、藤

枝北高等学校（総合） 

注） 

 アド：アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援（類型１） 

 理数：理数系人材育成支援（類型２） 

 多様：多様な学習ニーズに対応した教育機会の確保（類型３） 



提 供 日 2026/05/15

タイトル 中央新幹線建設工事に係る事後調査報告書

（本体工事着手前）を公表します

担 当 くらし・環境部環境局生活環境課

連 絡 先 環境影響評価班 TEL 054－221－2255

（要旨）

令和８年５月 15 日（金）、東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）から、静岡県中央新幹線建設

工事に係る事後調査報告書（本体工事着手前）が提出されました。

本報告書は、「静岡県中央新幹線環境保全連絡会議」の専門部会や国有識者会議での対話等の

結果を踏まえ、ＪＲ東海が今後実施する環境保全措置、事後調査及びモニタリング計画や、同社

がこれまでに実施した事後調査及びモニタリングの結果等を取りまとめたものです。

県は、環境影響評価条例に基づき本報告書を公表するとともに、環境の保全の見地からの意見

を受け付けます。

１ 公表する事後調査報告書

静岡県内中央新幹線建設工事に係る事後調査報告書（本体工事着手前）

２ 公表・縦覧方法

(1) 公表

令和８年５月 15 日（金）午後３時以降に県生活環境課ホームページに掲載します。

URL：https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/assessetc/1002649/1017973.html

(2) 縦覧方法

ＨＰでの公開の他に、準備ができ次第、以下の場所で紙資料の縦覧を行います。

【静岡県】県生活環境課ほか下記のとおり（※）

【静岡市】環境共生課、各区役所「市政情報コーナー」

※県民サービスセンター（静岡県庁東館２階）、各財務事務所、西部農林事務所総務課

天竜分室、県立中央図書館、静岡県総合教育センター

３ 意見書の提出

環境の保全の見地からの意見がある場合は、県に意見書を提出することができます。

(1) 提出期間

令和８年５月 15 日（金）から６月 15 日（月）まで

(2) 提出方法

住所、氏名、連絡先（電話番号等）を明記した意見書（様式任意）を、次のいずれかの方

法により、県生活環境課へ提出してください。

持参
開庁日（土曜日、日曜日及び祝日を除いた日）の午前８時 30 分から午後

５時 15 分までに県生活環境課（静岡県庁西館６階）に持参

郵送 〒420-8601 静岡市葵区追手町９-６ 静岡県生活環境課 宛て郵送

ＦＡＸ （054-221-3665）宛て送信

電子

メール

件名を「事後調査報告書に対する意見について」として、県生活環境課

メールアドレス(seikan@pref.shizuoka.lg.jp)宛て送信

静岡県環境影響評価条例に基づき、ＪＲ東海から提出された中央新幹線建設工

事に係る事後調査報告書（本体工事着手前）を公表します

参加者募集告知 ・ 催事等の当日取材 ・ 実施事業等の紹介 ・ 調査結果等の公表


